
平
成
二
十
四
年
復
興
庁
令
第
一
号

復
興
庁
組
織
規
則

復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五

号
）
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法

及
び
復
興
庁
組
織
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
十
二

号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
復
興
庁
組
織
規
則
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。
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附
則

第
一
章
　
統
括
官

（
企
画
官
及
び
復
興
調
整
官
）

第
一
条
　
復
興
庁
に
、
企
画
官
及
び
復
興
調
整
官
を
置

く
。

２
　
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
職
務
の
う
ち

特
定
事
項
の
調
査
、
企
画
及
び
立
案
を
助
け
る
。

３
　
復
興
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
参
事
官
の
職
務
の

う
ち
特
定
の
地
域
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
に

関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

４
　
企
画
官
の
定
数
は
、
併
任
の
者
を
除
き
三
人
と
、
復

興
調
整
官
の
定
数
は
、
二
人
と
す
る
。

５
　
併
任
の
者
で
あ
る
企
画
官
は
、
そ
の
占
め
る
他
の
職

が
非
常
勤
の
職
で
あ
る
と
き
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

第
二
章
　
復
興
局

（
所
掌
事
務
）

第
二
条
　
復
興
局
は
、
復
興
庁
設
置
法
第
四
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務

を
分
掌
す
る
。

（
復
興
局
の
次
長
及
び
参
事
官
）

第
三
条
　
各
復
興
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
長
及
び
参
事
官
を

置
く
。

２
　
次
長
は
、
復
興
局
長
を
助
け
、
復
興
局
の
所
掌
事
務

を
整
理
す
る
。

３
　
参
事
官
は
、
復
興
局
長
の
命
を
受
け
て
、
復
興
局
の

所
掌
事
務
を
分
掌
し
、
又
は
復
興
局
の
所
掌
事
務
に
関

す
る
重
要
事
項
の
審
議
に
参
画
す
る
。

４
　
次
長
の
定
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
（
福
島
復
興
局
に

あ
っ
て
は
、
併
任
の
者
四
人
を
除
き
一
人
）
と
、
参
事

官
の
定
数
（
併
任
の
者
を
除
く
。
）
は
、
岩
手
復
興
局

に
あ
っ
て
は
五
人
、
宮
城
復
興
局
に
あ
っ
て
は
六
人
、

福
島
復
興
局
に
あ
っ
て
は
十
九
人
と
す
る
。

５
　
併
任
の
者
で
あ
る
参
事
官
は
、
そ
の
占
め
る
他
の
職

が
非
常
勤
の
職
で
あ
る
と
き
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

第
三
章
　
復
興
庁
顧
問
及
び
復
興
庁
参
与

（
復
興
庁
顧
問
）

第
四
条
　
復
興
庁
に
、
復
興
庁
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
復
興
庁
顧
問
は
、
復
興
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
重
要

な
施
策
に
参
画
す
る
。

３
　
復
興
庁
顧
問
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
復
興
庁
参
与
）

第
五
条
　
復
興
庁
に
、
復
興
庁
参
与
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
復
興
庁
参
与
は
、
復
興
庁
の
所
掌
事
務
の
う
ち
重
要

な
事
項
に
参
与
す
る
。

３
　
復
興
庁
参
与
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
庁
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
企
画
官
等
に
係
る
特
例
）

第
二
条
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第

一
条
第
一
項
の
企
画
官
（
併
任
の
者
を
除
く
。
）
及
び

同
項
の
復
興
調
整
官
並
び
に
第
三
条
第
一
項
の
次
長
及

び
同
項
の
参
事
官
（
併
任
の
者
を
除
く
。
）
は
、
関
係

の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
二
七
日
復
興
庁
令

第
五
号
）

こ
の
庁
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
復
興
庁
令
第

二
号
）

こ
の
庁
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
一
日
復
興
庁
令
第

四
号
）

こ
の
庁
令
は
、
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
復
興
庁
令

第
二
号
）

こ
の
庁
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
〇
日
復
興
庁
令
第

一
号
）

こ
の
庁
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
復
興
庁
令
第

一
号
）

こ
の
庁
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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